
 

　区分：外（外来）、入（入院）、調（調剤）、歯（歯科）、柔（柔整等）、訪（訪問看護）
診療
年月

医療機関名 区分 日数
合算
対象

04.07 横浜　太郎 医療法人○○会　○○病院 入 31

04.07 横浜　花子 ○○薬局 調 1

04.07 横浜　花子 ○○耳鼻咽喉科 外 2

04.07 横浜　学 ○○薬局○○店 調 2

04.08 横浜　学 ○○整骨院 柔 5

04.08 横浜　太郎 医療法人○○会　○○病院 入 5

04.08 横浜　太郎 医療法人○○会　○○病院 外 3

04.08 横浜　太郎 ○○薬局 調 2

04.08 横浜　花子 ○○整形外科 外 2

04.09 横浜　花子 ○○クリニック 外 1

04.09 横浜　花子 ○○歯科医院 歯 4

04.09 横浜　花子 ○○薬局○○店 調 2

04.09 横浜　花子 ○○薬局 調 1

04.09 横浜　学 ○○耳鼻咽喉科 外 2

04.09 横浜　学 ○○薬局○○店 調 2

04.10 横浜　学 ○○整骨院 柔 5

04.10 横浜　太郎 医療法人○○会　○○病院 外 3

04.10 横浜　太郎 ○○薬局 調 2

04.10 横浜　太郎 ○○整形外科 外 2 ○

04.10 横浜　花子 ○○クリニック 外 1 ○

世帯合算

04.11 横浜　花子 ○○訪問看護ステーション 訪 4

04.11 横浜　花子 ○○薬局○○店 調 2

04.12 横浜　学 ○○薬局○○店 調 2

04.12 横浜　学 ○○整骨院 柔 5

横浜　太郎 48

横浜　花子 20

横浜　学 23
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親展

医療費のお知らせ

横浜市職員共済組合

〒231-8315

横浜市中区本町６－５０－１
電話 (045) ６７１－３４０２

（このお知らせは、請求書ではありません。）
「医療費のお知らせ」は、税制改正により平成30年１
月１日から一部確定申告（医療費控除）に使用できる場
合があります。再発行はできませんので、大切に保管し
てください。
念のため、医療機関が発行する領収書もあわせて保
管しておいてください。

通知のイメージ（圧着ハガキの場合）

１５インチ

９インチ

通知対象：令和４年1月～令和４年12月診療分

別紙１

Ｑ 確定申告で添付不要になるなら、医療機関が発行する領収書は
保管 しなくてもよい？

Ａ 保険適用外費用など「医療費のお知らせ」に記載されていない
場合や記載されている医療費の額と実際に支払った自己負担
額 が一致していない場合は、実際に負担した額に訂正する
必要 がありますので、医療機関が発行する領収書は大切に
保管して おいてください。
※医療費控除について、詳しくは居住地の税務署にお尋ねください。

(参考)国税庁ホームページ ： http://www.nta.go.jp

「医療費のお知らせ」に関してよくある質問
Ｑ 記載されている医療機関を受診した覚えがありません。間違いでは
ないでしょうか？

Ａ よくあるのが、ご本人には医療機関を受診したという自覚があまりない
のですが、コンタクトレンズ作成のために眼科医の検眼を受けたケース
です。医師への電話相談も「医師の診療行為」(電話再診)となり、有料に
なりますので「医療費のお知らせ」に記載されます。その他には、検査
だけを他の医療機関で受けた場合や、医療機関の正式な名称(「医療費
のお知らせ」に印字されている名称)と「通称名」とが異なっている場合
などもあります。
なお、お心当たりのない場合は、お手数でも共済組合医療給付係へ
ご連絡をお願いします。


